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東日本大震災復興支援に向けた「緑の募金」使途限定募金のお願い 

～ 防災林等の森林整備、居住地域や学校周辺の緑化及び間伐材等による「組手什」の寄贈 ～ 

 

平素より、国土緑化運動へのご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震等により、被災された方々に心からお見

舞いを申し上げます。 

(社)国土緑化推進機構及び都道府県緑化推進委員会は、大きな被害を受けている被災地域の復

旧・復興に向けて、市町村等が行う地域の防災林等の森林整備や拠り所となる居住地域周辺や学校

周辺の緑化等を「緑の募金」により支援する被災地域復興事業を実施することと致しております。 

また、(社)国土緑化推進機構は、防災林等の森林整備、居住地域や学校周辺の緑化及びなにより

も今急がれる復旧支援として、避難所などにおけるプライバシー保護のための間仕切りや収納棚な

どを、簡易に組み立てることができる組み立てキット「組手什（くでじゅう）」を寄贈することを、

「緑の募金」の使途限定募金として位置付け、NPO等と連携して取り組むことと致しました。 

この度の東日本大震災被災地域の支援に当たって、国民各層（個人、企業、団体）がそれぞれ可

能な方法で参加し、被災地域の復興とともに各地域における国民参加の森林づくりを一層推進する

ため、「緑の募金」に格別のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

詳細につきましては、別途資料をご覧ください。 

ご協力いただける場合は、当機構までご連絡くださるようお願い申し上げます。 

 

記 

１．依頼内容 ： 「緑の募金」使途限定募金（東日本大震災復興事業）への寄付 

２．実施形態 ：  以下のいずれかの方法による寄付 （詳細は、「参考資料」をご覧下さい） 

① 企業募金、② 職場募金、③ 店頭募金、④ 協賛募金 

３．振 込 先 ： （１）口座番号：① 郵便口座（東京 00150-0-173400） 

② 銀行口座（みずほ銀行 町村会館出張所 普通 1834713） 

（２）口座名義：社団法人国土緑化推進機構 緑の募金 

（３）そ の 他：通信欄に「使途限定募金（東日本大震災復興事業）」とご記入

下さい。 

※ インターネット募金等については、以下サイトをご参照ください。 

http://midorinobokin.net/ 

本件に関するお問い合わせ先 （振込料無料の振込用紙もお送り致しております） 

社団法人 国土緑化推進機構（担当：募金企画部） 

Tel：03-3262-8451 Fax：03-3264-3974 E-mail：bokin@green.or.jp 

http://midorinobokin.net/
mailto:bokin@green.or.jp


参考１ 使途を定めた「緑の募金」の仕組み －「使途限定募金」東日本大震災復興事業 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ 「東日本大震災」復興事業の支援内容（一例） 

（１） 海岸防災林等の森林整備 

 激甚災害に指定された地域で、該当市

町村が計画し、地域住民の協力を得て

取り組む、地域の海岸防災林等の森林

整備を支援します。 

（２） 地域周辺や学校周辺の緑化 

 避難所、仮設住宅の周辺、或いは集落

の復興に向けて、地域の拠り所となる

居住地域周辺や学校周辺の緑化を支援

します。 

（３） 間伐材等による「組手什」の寄贈 

 避難所などにおけるプライバシー保護の

ための間仕切り、収納棚や机などを、自

由にかつ簡易に組み立てることができる

組み立てキット「組手什」を寄贈します。 

森林NPO・被災自治体等森林NPO・被災自治体等

「使途限定募金」とは、各企業・団体が社会貢献等の

コンセプトに対応させて、 「緑の募金運営協議会」で定

められた森づくり活動の支援メニューの中から、寄付金

の使途を選択いただける制度です。

企業・団体等
（支援団体・
協賛団体）

①企業募金
②協賛募金

企業・団体等
（支援団体・
協賛団体）

①企業募金
②協賛募金

「使途限定募金」のスキーム

国土緑化推進機構
「緑の募金」支援ﾒﾆｭｰ（例）

○地球温暖化防止の森づくり
○生物多様性保全の森づくり
○水源の森づくり
○災害に強い森づくり
○心とからだを育む森づくり
○子どもを育む森づくり 指定
○花粉の少ない森づくり
○木の文化継承の森づくり

国土緑化推進機構
「緑の募金」支援ﾒﾆｭｰ（例）

○地球温暖化防止の森づくり
○生物多様性保全の森づくり
○水源の森づくり
○災害に強い森づくり
○心とからだを育む森づくり
○子どもを育む森づくり 指定
○花粉の少ない森づくり
○木の文化継承の森づくり

ＮＰＯ等による活動
（指定ﾒﾆｭｰ：災害に強い森づくり）

《森づくりの場合》
○特定テーマタイプ
（単発的に森づくり活動を実施）
○特定フィールドタイプ
（協定締結等により、継続的に森づ
くり活動を実施）

ＮＰＯ等による活動
（指定ﾒﾆｭｰ：災害に強い森づくり）

《森づくりの場合》
○特定テーマタイプ
（単発的に森づくり活動を実施）
○特定フィールドタイプ
（協定締結等により、継続的に森づ
くり活動を実施）

⑤従業員・顧客等

の参加・協力
③選定・助成

⑥報告

④活動実施・
看板等設置

募金者が
テーマを選択

募金者が
テーマを選択

①使途限定募金

②領収書・感謝状

⑦事業報告の公表

①使途限定募金

②領収書・感謝状

⑦事業報告の公表

「東日本大震災」復興事業においては、防災林等森林

整備、居住地域や学校周辺の緑化、避難所・仮設住宅

等への被災者向けの間伐材等により製作した「組手什」

寄贈等を実施します。

企業・団体等
（支援団体・
協賛団体）

①企業募金
②協賛募金

企業・団体等
（支援団体・
協賛団体）

①企業募金
②協賛募金

東日本大震災復興事業の「使途限定募金」スキーム

国土緑化推進機構
東日本大震災復興事業

「緑の募金」支援

○森林整備・緑化支援等

○間伐材「組手什」等の寄贈

・・・・

国土緑化推進機構
東日本大震災復興事業

「緑の募金」支援

○森林整備・緑化支援等

○間伐材「組手什」等の寄贈

・・・・

間伐材「組手什」等の寄贈
○「組手什」用の間伐材等の調達
○「組手什」の加工・運搬
○「組手什」の組立・製作指導・助言

③選定・助成
⑤報告

④活動実施

①使途限定募金

②領収書・感謝状

⑥事業報告の公表

①使途限定募金

②領収書・感謝状

⑥事業報告の公表

森林整備・緑化等
○地域の防災林等の森林整備
○居住地域周辺や学校周辺の緑化

※ 御社の所在地域の間伐材で加工等を行い、寄贈することも可能です。 



 

参考３ 「緑の募金」の基本的な仕組みと支援方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 

参考４ 「緑の募金」への支援の仕組み －緑の募金「支援団体」「協賛団体」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑の募金」の仕組み（使途）「緑の募金」の仕組み（使途）「緑の募金」の仕組み （寄付者）「緑の募金」の仕組み （寄付者）

企業募金・
職場募金

企業募金・
職場募金

支援団体・
協賛団体

支援団体・
協賛団体

「緑の募金支援団体」とは、 「緑の募金」の趣旨に賛

同して、募金活動等に協力する意志を有し、国土緑化
推進機構等から委嘱を受けた企業・団体等です。

国
土
緑
化
推
進
機
構
「緑
の
募
金
」

国
土
緑
化
推
進
機
構
「緑
の
募
金
」

企
業
・団
体
等

企
業
・団
体
等

企
業
企
業

個
人
個
人

団
体
団
体

個
人
個
人 ①支援団体申請

②登録

③募金呼びかけ

（店頭・街頭等）

④募金

⑤取りまとめ・振込

⑥経費の支払い

（振込料・普及資材費）

「協賛団体」とは、自発的な協力により、独自の販売

活動等を展開し、その売上の一部を緑の募金に寄付す
る企業・団体等のことです。

国
土
緑
化
推
進
機
構
「緑
の
募
金
」

国
土
緑
化
推
進
機
構
「緑
の
募
金
」

企
業
・団
体
等

企
業
・団
体
等

企
業
企
業

個
人
個
人

団
体
団
体

個
人
個
人

①協賛団体申請
（マーク使用申請）

②登録

③販促活動等

④協賛募金

⑤募金

⑥領収書（税制優遇）
・感謝状

「緑の募金支援団体」のスキーム

「緑の募金 支援団体」のイメージ

（国土緑化推進機構・委嘱の場合）
○企業（店舗・部署を含む）
○団体（労働組合・商店街・町内会・ＰＴＡ等）
○ＮＰＯ・ボランティア団体
○青少年団体（ガールスカウト・ボーイスカウト等）
○その他

「緑の募金 支援団体」のイメージ

（国土緑化推進機構・委嘱の場合）
○企業（店舗・部署を含む）
○団体（労働組合・商店街・町内会・ＰＴＡ等）
○ＮＰＯ・ボランティア団体
○青少年団体（ガールスカウト・ボーイスカウト等）
○その他

協賛団体による「協賛募金」のイメージ

○販促キャンペーンの一環として、売上の一部を寄付
（新規商品のＰＲや季節キャンペーン、環境貢献商品としてのブランド化等と
して、売上の○％、１点に付き○円等を寄付）

○クレジットカードの利用額の一部を寄付
○株主優待券・カードのポイント等を寄付
○WEBサイトでのワンクリック募金

協賛団体による「協賛募金」のイメージ

○販促キャンペーンの一環として、売上の一部を寄付
（新規商品のＰＲや季節キャンペーン、環境貢献商品としてのブランド化等と
して、売上の○％、１点に付き○円等を寄付）

○クレジットカードの利用額の一部を寄付
○株主優待券・カードのポイント等を寄付
○WEBサイトでのワンクリック募金

「協賛団体」のスキーム

募金に協力する→ http://www.green.or.jp/bokin/kyouryoku/index.html 

募金を活用する→ http://www.green.or.jp/bokin/ikasu/index.html 

◇ 詳しくは、「緑の募金」の WEBサイトをご覧下さい。 

http://www.green.or.jp/bokin/kyouryoku/index.html
http://www.green.or.jp/bokin/ikasu/index.html


参考５ 「緑の募金」の環を拡げる仕組み・特典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分
国土緑推理事長

感謝状
林野庁長官
感謝状

農林水産大臣
感謝状

個人
30万円以上
100万円未満

100万円以上
500万円未満

500万円以上

団体
50万円以上
200万円未満

200万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上

区分
国土緑推理事長

感謝状
林野庁長官
感謝状

農林水産大臣
感謝状

個人
30万円以上
100万円未満

100万円以上
500万円未満

500万円以上

団体
50万円以上
200万円未満

200万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上

区分 種類 税制面の優遇

個人

①所得税
［寄付金額（総所得金額の40％を上限）－2,000円］までの寄
付金控除が可能

②個人住民税
［寄付金額（総所得金額の30％を上限）－5,000円］×［4％（都
道府県民税）＋6％（市町村民税）］までの税額控除が可能

法人 法人税
［（資本金×0.25％＋所得金額×2.5％）÷2］＋［（資本金
×0.25％＋所得金額×5.0％）÷2］までの寄付金額の損金算
入が可能

区分 種類 税制面の優遇

個人

①所得税
［寄付金額（総所得金額の40％を上限）－2,000円］までの寄
付金控除が可能

②個人住民税
［寄付金額（総所得金額の30％を上限）－5,000円］×［4％（都
道府県民税）＋6％（市町村民税）］までの税額控除が可能

法人 法人税
［（資本金×0.25％＋所得金額×2.5％）÷2］＋［（資本金
×0.25％＋所得金額×5.0％）÷2］までの寄付金額の損金算
入が可能

○特定公益増進法人の認定をうけている（社）国土緑化推進機構は、寄付金について次のような法
人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

○一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準に基づき、寄付
金の額に応じて感謝状を贈呈。

③税制面の優遇措置

④緑の募金顕彰制度

①普及資料

募金箱協力依頼文（国土緑推理事長・林野庁）・ＷＥＢ

②募金資材

緑の羽根・バッチ・花の種・うちわ等

ポスター・リーフレット・パンフレット

①呼びかけ

国土緑化推進機構
「緑の募金」

企業・団体等

②寄付
（窓口）

③寄付
（税制面優遇）

④感謝状

企業企業個人個人

個人個人 団体団体


